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津市水道局指定給水装置工事事業者の廃止



 津市情報公開条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成１９年１１月２９日 

 

津市長 松 田 直 久   

 

津市規則第４０号 

   津市情報公開条例施行規則の一部を改正する規則 

 津市情報公開条例施行規則（平成１８年津市規則第１３号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 第９条を第１０条とし、第６条から第８条までを１条ずつ繰り下げ、第５条

の次に次の１条を加える。 

 （費用の納付） 

第６条 条例第１８条に規定する費用は、公文書の写し等の交付を受ける前に

納付しなければならない。 

第８号様式中「請求者」を削る。 

第１０号様式及び第１１号様式中「第６条関係」を「第７条関係」に改める 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

。



 津市個人情報保護条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成１９年１１月２９日 

 

津市長 松 田 直 久   

 

津市規則第４１号 

   津市個人情報保護条例施行規則の一部を改正する規則 

 津市個人情報保護条例施行規則（平成１８年津市規則第１４号）の一部を次

のように改正する。 

 第３条第１項第１号中「及び第５号から第８号まで」を「、第５号及び第６

号」に改める。 

 第１１条を次のように改める。 

（費用の納付） 

第１１条 条例第２８条に規定する費用は、公文書の写しの交付を受ける前に

納付しなければならない。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 



津市都市計画法施行取扱規則 の一部を改正する規則をここに公布する。  

  平成１９年１１月２９日  

 
                      津市長  松  田  直  久   

  
津市規則第４２号  

      津市都市計画法施行取扱規則 の一部を改正する規則  

津市都市計画法施行取扱規則 （平成１８年津市規則第１９４号）の一部を次

のように改正する。  

第６条の次に次の１条を加える。  

（開発行為協議書）  

第６条の２  法第３４条の２第１項に規定する開発行為の協議を行おうとする

者は、開発行為協議書（第６号様式の２）に、法第３０条第２項に定めるも

ののほか、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。 

(1) 開発区域の土地の登記事項証明書 

(2) 開発区域の土地の公図の写し 

(3) 工事施行者の能力に関する申告書 

(4) その他市長が必要と認める書類 

２  前項第３号の申告書には、工事施行者に係る次に掲げる書類を添付しなけ

ればならない。 

(1) 前年度又は前年の法人税又は所得税及び事業税の納税証明書 

(2) 法人の場合にあっては登記事項証明書、個人の場合にあっては住民票の

写し 

３  市長は、第１項の協議を確認したときは、開発行為協議確認書（第６号様

式の３）を協議者に交付するものとする。  

 第７条に次の２項を加える。  

３  法第３５条の２第４項において準用する法第３４条の２第１項に規定する

開発行為の変更の協議を行おうとする者は、開発行為変更協議書（第８号様

式の２）に、省令第２８条の３に定めるもののほか、第１項に掲げる書類を

添付して市長に提出しなければならない。  

４  市長は、前項の開発変更協議を確認したときは、開発行為変更協議確認書

（第８号様式の３）を協議者に交付するものとする。  

 第１７条に次の２項を加える。  

３  法第４３条第３項に規定する協議を行おうとする者は、建築物の新築、改

築若しくは用途の変更又は第１種特定工作物の新設協議書（第１８号様式の



２）に、省令第３４条第２項に定めるもののほか、第１項に掲げる書類を添

付して市長に提出しなければならない。  

４  市長は、前項の建築等の協議を確認したときは、建築物の新築、改築若し

くは用途の変更又は第１種特定工作物の新設協議確認書（第１８号様式の３  

を協議者に交付するものとする。  

 第２０条中「津市都市計画部都市計画課」を「津市都市計画部開発指導室」

に改める。  

 第２号様式中「第２条関係」を「第２条、第６条の２関係」に改める。  

第６号様式の次に次の２様式を加える。  

）



第６号様式の２（第６条の２関係） 
 
 

開 発 行 為 協 議 書 
 

 
                                      年  月  日
 
 （あて先）津市長 
 
                        （〒       ） 
 
                                    所在地               
 
                                     名 称                      

協議者 

代表者の氏名                  □印
 
                                            電話               
 
 
都市計画法第３４条の２第１項の規定により、開発行為の協議をします。 

 

開発区域に含まれる地域の名称                 

市 街 化 区 域        

市街化調整区域 

非線引 

都市計画区域外 

所在地及び地番 

開 発 区 域 の 面 積                 
地目 公簿面積 

        
        ㎡ 

実測面積 
          
          ㎡

予 定 建 築 物 等 の 用 途                  

工 事 施 行 者 住 所 氏 名  

工 事 着 手 予 定 年 月 日                          年   月   日 

工 事 完 了 予 定 年 月 日                           年   月   日 

自己の居住の用に供するもの、自己の業務

の用に供するもの、その他のものの別 
自己居住用・自己業務用・その他のもの 

そ の 他 必 要 な 事 項                  



 

備 考 

１ 宅地造成等規制法第３条第１項の宅地造成工事規制区域内においては、本協議を受けることにより、同法第８条第１項本文

の宅地造成に関する工事の許可が不要となります。 

２ 工事施行者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載すること。 

３ ※印のある欄は記載しないこと。 

４ 「その他必要な事項」の欄には、開発行為を行うことについて、農地法その他の法令による許可、認可等を要する場合には、

その手続の状況を記載すること。 

 



 

 

第６号様式の３（第６条の２関係） 

 

開 発 行 為 協 議 確 認 書 

 

（記 号 番 号） 

年  月  日 

 

  （氏   名） 様 

 

津市長 （氏   名） 印   

 

      年  月  日付けで協議のあった次の開発行為については、都市計画法第

３４条の２第１項の規定による協議が成立したことを確認します。 

 

開発区域に含まれる地域の名称 

 

開発区域の面積 

 

予定建築物等の用途 

 



第８号様式の次に次の２様式を加える。  



第８号様式の２（第７条関係）                             
 

開 発 行 為 変 更 協 議 書 
 
                                    年  月  日   
 

（あて先）津市長 
 
                        （〒      ）     

                                       所在地               
 

                                      名 称                      
協議者 

代表者の氏名                印 
 
                                                電話               
 
  都市計画法第３５条の２第４項において準用する同法第３４条の２第1項の規定により、 

開発行為の変更の協議をします。 

１ 開発区域に含まれる地域

の名称 

市 街 化 区 域       

市街化調整区域

非線引 

都市計画区域外

所在地及び地番 

２ 開発区域の面積 
地目 公簿面積 

㎡

実測面積 

㎡

３ 予定建築物等の用途 
 

４ 自己の居住の用に供するもの、

自己の業務の用に供するも

の、その他のものの別 
 自己居住用・自己業務用・その他のもの 

５ 工事施行者住所氏名 
 

６ 法第３４条の該当号及び 

   該当する理由 

 

開

発

行

為

の

変

更

の

概

要 

７ その他必要な事項  

開発協議確認の年月日及び番号  年  月  日      第    号  

変 更 の 理 由 
 

 



備 考 

１ 宅地造成等規制法（昭和36年法律第191号）第３条第１項の宅地造成工事規制区域内においては、本許可を受けることにより、

同法第８条第１項本文の宅地造成に関する工事の許可が不要となります。 

２ 申請者の氏名（法人にあってはその代表者の氏名）の記載を自署で行う場合においては、押印を省略することができる。 

３ 「開発協議確認の年月日及び番号」欄は、当該申請より前に開発変更協議確認を受けている場合は、協議確認番号欄の空欄

に括弧書きで最終の変更協議確認年月日及び番号もあわせて記載すること。 

４ 「開発区域の面積」の欄は、㎡を単位として記載すること。 

５ 「法第34条の該当号及び該当する理由」の欄は、申請に係る開発行為の変更が市街化調整区域内において行われる場合に記

載すること。 

６ 「その他必要な事項」の欄には、開発行為の変更を行うことについて、農地法その他の法令による許可、認可等を要する場

合には、その手続きの状況を記載すること。 

７ 開発行為の変更の概要（「その他必要な事項」を除く｡）は、変更前及び変更後の内容を対照させて記載すること｡ 

８ 先に提出済みの書類について、変更に伴いその内容が変更されるものを添付すること。 



第８号様式の３（第７条関係） 

 

開 発 行 為 変 更 協 議 確 認 書 

 

（記 号 番 号） 

年  月  日  

  （氏 名） 様 

 

津市長 （氏   名） 印   

 

      年  月  日付けで申請のあった次の開発行為の変更については、都市計

画法第３５条の２第４項において準用する同法第３４条の２第１項の規定による協議が

成立したことを確認します。 

 

 開発区域に含まれる地域の名称 

 

 開発区域の面積 

 

 予定建築物等の用途 

 



 第１０号様式中「津市都市計画法施行細則第９条」を「津市都市計画法施行

取扱規則第１０条」に改める。  

第１８号様式の次に次の２様式を加える。  



第１８号様式の２（第１７条関係） 
 

 建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第１種特定工作物の新設協議書 

 

 
   

 年  月  日 
 
（あて先）津市長       
 
                          所在地              
 
                                               名 称                     
                      協議者 

代表者の氏名            印 
 
                                                   電話              
 
 
 
 
                                     建 築 物      新   築 
 都市計画法第４３条第３項の規定により 第１種特  の  改   築  の協議をします。 
                      定工作物    用途の変更 
                                      新   設 
 

所在地及び地番 

 建築物を建築しようとする土地又は用途の変更を
しようとする建築物の存する土地又は第１種特定
工作物を新設しようとする土地の所在、地番、地
目及び面積 

地目 公簿面積 
 

㎡ 

実測面積 
     

㎡
構造 

 建築しようとする建築物、用途の変更後の建築物

又は新設しようとする第１種特定工作物の用途 

用途 

建築延べ面積 
㎡

構造 

 改築又は用途の変更をしようとする場合は、既存

の建築物の用途 

用途 

建築延べ面積 

㎡

 建築しようとする建築物、用途の変更後の建築物又は新

設しようとする第１種特定工作物が法第３４条第１号か

ら第１０号まで又は令３６条第１項第３号ロからホのい

ずれの建築物又は第１種特定工作物に該当するかの記載

及びその理由 

 

 その他必要な事項 
 

新   築 

改   築 

用途の変更 

新   設 



備 考 

１ ※印のある欄は記載しないこと。 

２ 「その他必要な事項」の欄には、建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設をすることについて

他の法令による許可、認可等を要する場合には、その手続きの状況を記載すること。 

３ 「4」の欄につき、法３４条第１１号の指定区域内の場合は「令３６条第１項第３号ロ」とし、また、三重県提案基準の場

合は「令３６条第１項第３号ホ(提案基準○○）」とすること。 



 

 

第１８号様式の３（第１７条関係） 

 

建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は 

第 １ 種 特 定 工 作 物 の 新 設 協 議 確 認 書 

 

（記 号 番 号） 

年  月  日  

 

 

（氏   名） 様 

 

津市長 （氏   名） 印   

 

      年  月  日付けで申請のあった次の建築物の新築等については、都市計

画法第４３条第３項の規定による協議が成立したことを確認します。 

 

土地の所在地 

 

土地の面積 

 

予定建築物等の用途 



   附  則  

 この規則は、平成１９年１１月３０日から施行する。 



津市訓令第７号  
庁中一般  
出先機関  

 津市職員安全衛生管理規程を廃止する訓令を次のように定める。  
  平成１９年１１月３０日  
 

津市長 松 田 直 久  
 
   津市職員安全衛生管理規程を廃止する訓令  
 津市職員安全衛生管理規程（平成１８年津市訓令第２３号）は、廃止する。  
   附 則  
 この訓令は、平成１９年１２月１日から施行する。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



津市訓令第８号          

津市水道事業管理規程第５号 

津市教育委員会訓令第１号 

津市選挙管理委員会告示第１２８号 

津市農業委員会告示第１号 

津市監査委員告示第９号 

津市議会規程第１号 

庁中一般 

出先機関 

 津市職員安全衛生管理規程を次のように定める。 

  平成１９年１１月３０日 

 

津市長 松 田 直 久 

 

 

津市水道事業管理者 平 井 秀 次 

 

 

津市教育委員会教育長 佐々木 典 夫 

 

 

津市選挙管理委員会委員長 大 橋 達 郎 

 

 

津市農業委員会会長 野 田   悟 

 

 

津市代表監査委員 岡 部 高 樹 

 

 

津市議会議長 田 村 宗 博 

 

   津市職員安全衛生管理規程 

目次 

第１章 総則（第１条―第５条） 



第２章 安全衛生管理（第６条―第２２条） 

第３章 安全衛生委員会等（第２３条―第３９条） 

第４章 健康管理（第４０条―第４５条） 

第５章 雑則（第４６条―第４８条） 

附則 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この規程は、労働安全衛生法（昭和４７年法律第５７号。以下「法」

という。）の規定に基づき、快適な職場環境の形成を促進するとともに、職

場における職員の安全と健康を確保することに関し必要な事項を定めるもの

とする。 

（定義） 

第２条 この規程において「職員」とは、地方公務員法（昭和２５年法律第２

６１号）第３条第２項に規定する一般職に属する職員（消防職員を除く。）

をいう。 

２ この規程において「任命権者」とは、市長、水道事業管理者、教育委員会、 

 選挙管理委員会、農業委員会、代表監査委員及び議会の議長をいう。 

３  この規程において「所属長」とは、課長（東京事務所長及び津駅前北部

土地区画整理事務所長を含む。）、室長（市長公室長及び防災危機管理室

長を除く。）、担当副参事、久居工事事務所長、教育委員会事務局事務所

長、選挙管理委員会事務局長（事務局次長が置かれる場合にあっては事務

局次長）、農業委員会事務局次長、監査事務局長（事務局次長が置かれる

場合にあっては事務局次長）及び出先機関の長をいう。 

（任命権者の責務） 

第３条 任命権者は、快適な職場環境の実現と勤務条件の改善を通じて職場に

おける職員の安全と健康を確保するため、必要な措置を講ずるものとする。 

（所属長の責務） 

第４条 所属長は、その所属の職員の安全及び衛生の管理に努めなければなら

ない。 

（職員の責務） 

第５条 職員は、この規程を守り、安全及び衛生上の命令、指示その他の措置

に忠実に従い、自ら積極的に安全の確保及び健康の増進に努めなければなら

ない。 

第２章 安全衛生管理 

（総括安全衛生管理者） 



第６条 法第１０条第１項に規定する総括安全衛生管理者を置き、市長がこれ

を選任する。 

（総括安全衛生管理者の職務） 

第７条 総括安全衛生管理者は、安全衛生管理者を指揮するとともに、法第１

０条第１項各号に規定する業務を統括管理する。 

（総括安全衛生管理者の代理） 

第８条 総括安全衛生管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によ

って職務を行うことができないときは、総括安全衛生管理者があらかじめ指

名する者がその職務を代理する。 

 （安全衛生管理者） 

第９条 別表第１の左欄に掲げる箇所ごとに安全衛生管理者を置き、任命権者

がこれを選任する。 

 （安全衛生管理者の職務） 

第１０条 安全衛生管理者は、安全管理者及び衛生管理者を指揮するとともに、 

 法第１０条第１項各号に規定する業務を管理する。 

（安全管理者） 

第１１条 別表第２に掲げる箇所ごとに法第１１条第１項に規定する安全管理

者を置き、労働安全衛生規則（昭和４７年労働省令第３２号。以下「省令」

という。）第５条に規定する資格を有する者のうちから、任命権者がこれを

選任する。 

（安全管理者の職務） 

第１２条 安全管理者は、次に掲げる業務のうち、技術的事項を管理するもの

とする。 

⑴ 建設物、設備、作業場又は作業方法に危険がある場合における応急措置

及び危険防止に関すること。 

⑵ 安全装置、保護具その他危険防止のための設備又は器具の定期点検及び

整備に関すること。 

⑶ 安全作業に係る教育及び訓練に関すること。 

⑷ 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。 

⑸ 消防及び避難の訓練に関すること。 

⑹ 安全に係る資料の作成及び収集並びに重要事項の記録に関すること。 

⑺ 作業主任者の監督に関すること。 

⑻ その他安全管理に関すること。 

２ 安全管理者は、作業場等を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあ

るときは、直ちにその危険を防止するため必要な措置を講ずるとともに、直



近の上司及び安全衛生管理者にその旨を報告し、その指示を受けなければな

らない。 

（衛生管理者） 

第１３条 別表第３に掲げる箇所ごとに法第１２条第１項に規定する衛生管理

者を置き、三重労働局長の免許を受けた者その他省令第１０条に規定する資

格を有する者のうちから、任命権者がこれを選任する。 

（衛生管理者の職務） 

第１４条 衛生管理者は、次に掲げる業務のうち、技術的事項を管理するもの

とする。 

⑴ 健康に異常がある者の発見及び処置に関すること。 

⑵ 作業条件、施設等の衛生上の調査及び改善に関すること。 

⑶ 衛生保護具、救急用具等の点検及び整備に関すること。 

⑷ 衛生教育、健康相談その他職員の健康保持に関すること。 

⑸ 衛生に係る資料の作成及び収集並びに重要事項の記録に関すること。 

⑹ その他衛生管理に関すること。 

２ 衛生管理者は、毎週１回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態

に有害のおそれのあるときは、直ちに職員の健康障害を防止するため必要な

措置を講ずるとともに、安全衛生管理者にその旨を報告し、その指示を受け

なければならない。 

（安全衛生推進者） 

第１５条 別表第４に掲げる箇所ごとに法第１２条の２に規定する安全衛生推

進者を置き、職員のうちから、任命権者がこれを選任する。 

（安全衛生推進者の職務） 

第１６条 安全衛生推進者は、法第１０条第１項各号の業務を担当するものと

する。 

（衛生推進者） 

第１７条 別表第５に掲げる箇所ごとに法第１２条の２に規定する衛生推進者

を置き、職員のうちから、任命権者がこれを選任する。 

（衛生推進者の職務） 

第１８条 衛生推進者は、法第１０条第１項各号の業務（衛生に係る業務に限

る。）を担当するものとする。 

（産業医） 

第１９条 別表第１の左欄に掲げる箇所ごとに法第１３条に規定する産業医を

置き、医師のうちから、任命権者がこれを選任する。 

（産業医の職務） 



第２０条 産業医は、省令第１４条第１項各号に規定する事項で医学に関する

専門的知識を必要とするものを行うものとする。 

２ 産業医は、前項の事項について、任命権者若しくは安全衛生管理者に対し

て勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。 

（作業主任者） 

第２１条 別表第６に掲げる作業の区分に応じ法第１４条に規定する作業主任

者を置き、職員のうちから、任命権者がこれを選任する。 

（作業主任者の職務） 

第２２条 作業主任者は、作業に従事する職員の指揮その他の省令で定める事

項を行うものとする。 

第３章 安全衛生委員会等 

（委員会の設置） 

第２３条 職員の安全及び衛生に関する事項を調査審議し、任命権者又は総括

安全衛生管理者に意見を具申するため、別表第１の左欄に掲げる箇所ごとに

同表の中欄に掲げる委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

（委員会の所掌事項） 

第２４条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。 

⑴ 職員の危険及び健康障害の防止のための基本となるべき対策に関するこ

と。 

⑵ 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。 

⑶ 公務災害の原因の調査及び再発防止対策で、安全衛生に関すること。 

⑷ その他安全衛生に関すること。 

（委員会の組織等） 

第２５条 委員会は、委員３０人以内で組織する。 

２ 委員会は、次に掲げる者で構成する。 

⑴ 安全衛生管理者 

⑵ 安全管理者及び衛生管理者のうちから任命権者が指名した者 

⑶ 産業医 

⑷ 安全又は衛生に関し経験を有する職員のうちから任命権者が指名した者 

⑸ その他職員のうちから任命権者が指名した者 

３ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任

期間とする。 

４ 委員は、再任されることができる。 

（委員会の委員長及び副委員長） 

第２６条 委員会に委員長及び副委員長１人を置く。 



２ 委員長には安全衛生管理者を、副委員長には委員長が委員のうちから指名

する者をもって充てる。 

３ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠

けたときは、その職務を代理する。 

（委員会の会議等） 

第２７条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長とな

る。 

２ 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決

するところによる。 

４ 委員会の会議録は、これを３年間保存しなければならない。 

（参考人の出席） 

第２８条 委員長は、必要があると認めるときは、学識経験のある者又は議事

に関係のある者の出席を求めることができる。 

 （委員会の報告） 

第２９条 委員長は、委員会で調査審議した事項について、第３２条に規定

する津市安全衛生協議会（以下「協議会」という。）の会長にその結果を

報告しなければならない。 

（委員会の庶務） 

第３０条 委員会の庶務は、別表第１の左欄に掲げる箇所ごとに同表の右欄に

掲げる課等において処理する。 

（委員会の運営） 

第３１条 第２３条から前条までに定めるもののほか、委員会の運営に関し必

要な事項は、委員長が別に定める。 

 （協議会の設置） 

第３２条 職員の安全及び衛生に関する重要事項を総合的に調査審議し、任命

権者に意見を具申するため、協議会を置く。 

 （協議会の所掌事項） 

第３３条 協議会の所掌事項は、次のとおりとする。 

 ⑴ 委員会の連絡調整に関すること。 

 ⑵ 職員の安全及び衛生に関する重要事項の調査及び審議決定に関すること。 

 ⑶ その他安全衛生に関する重要事項に関すること。 

 （協議会の組織等） 

第３４条 協議会は、委員３５人以内で組織する。 



２ 協議会は、次に掲げる者で構成する。 

 ⑴ 総括安全衛生管理者 

 ⑵ 安全衛生管理者のうちから市長が指名した者 

 ⑶ 安全管理者及び衛生管理者のうちから市長が指名した者 

 ⑷ 産業医のうちから市長が指名した者 

 ⑸ 安全又は衛生に関し経験を有する職員のうちから市長が指名した者 

 ⑹ その他職員のうちから市長が指名した者 

３ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任

期間とする。 

４ 委員は、再任されることができる。 

 （協議会の会長及び副会長） 

第３５条 協議会に会長及び副会長１人を置く。 

２ 会長には総括安全衛生管理者を、副会長には会長が委員のうちから指名す

る者をもって充てる。 

３ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたとき

は、その職務を代理する。 

 （協議会の会議等） 

第３６条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。 

２ 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決

するところによる。 

４ 協議会の会議録は、これを３年間保存しなければならない。 

 （参考人の出席） 

第３７条 会長は、必要があると認めるときは、学識経験のある者又は議事に

関係のある者の出席を求めることができる。 

 （協議会の庶務） 

第３８条 協議会の庶務は、市長公室人事課において処理する。 

 （協議会の運営） 

第３９条 第３２条から前条までに定めるもののほか、協議会の運営に関し必

要な事項は、会長が別に定める。 

第４章 健康管理 

（健康診断等） 

第４０条 任命権者は、総括安全衛生管理者をして職員に係る健康診断の実施

及び健康教育について統括管理させるものとする。 



２ 健康診断は、採用時健康診断、定期健康診断、特別健康診断、検診等とす

る。 

３ 採用時健康診断は、職員を採用するときに当該職員に対し、別表第７に掲

げる検査項目のとおりこれを実施する。 

４ 定期健康診断は、１年以内ごとに１回、定期にすべての職員に対し、別表

第７に掲げる検査項目のとおりこれを実施する。 

５ 特別健康診断は、定期に別表第８の左欄に掲げる業務に従事する職員に対

し、これを実施し、その検査項目及び回数については、当該職員に応じそれ

ぞれ同表の中欄及び右欄のとおりとする。 

６ 検診等は、職員の健康管理上必要があると認めるときにこれを実施し、検

診等の種類、対象職員及び回数については、別表第９のとおりとする。 

７ 任命権者は、健康診断の結果、異常等が認められる職員に対し、産業医が

必要があると認める項目について再検診又は精密検査を受けさせることがで

きる。 

８ 総括安全衛生管理者は、必要があると認めるときは、健康教育に関し必要

な措置を講ずるものとする。 

（受診義務） 

第４１条 職員は、総括安全衛生管理者の指示に基づき、健康診断を受けなけ

ればならない。 

（受診義務の免除） 

第４２条 職員は、疾病その他やむを得ない事由により、健康診断を受けるこ

とができないときは、健康診断受診免除願（第１号様式）を所属長を経て総

括安全衛生管理者に提出しなければならない。 

２ 任命権者は、休職し、又は療養を命ぜられている職員及び健康診断受診免

除願を提出した者で総括安全衛生管理者が疾病その他やむを得ない事由によ

り健康診断を受けることができないと認めるものに対しては、健康診断を受

ける義務を免除するものとする。 

（健康区分に係る判定等） 

第４３条 総括安全衛生管理者は、健康診断を行った医師が健康に異常がある

と認める職員について、別表第１０に掲げる健康区分に係る判定を当該健康

診断に係る関係資料を添えて産業医に依頼するものとする。 

２ 総括安全衛生管理者は、前項の判定を受けたときは、当該判定の内容を任

命権者に報告するとともに、所属長及び当該判定に係る職員に通知するもの

とする。 

３ 所属長は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかにその旨を直近



の上司に報告するものとする。 

（事後措置） 

第４４条 総括安全衛生管理者及び所属長は、必要があると認めるときは、前

条第２項の規定による通知をした職員に対し、適切な措置を講ずるものとす

る。 

（復職の手続） 

第４５条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する職員を復職させるとき

は、当該職員に産業医その他専門の医師による診断書及び産業医による要休

養者管理報告書（第２号様式）を提出させ、これを決定するものとする。た 

だし、第２号の規定に該当する者で、病気休暇の期間が１４日以下であり、

かつ、任命権者が要休養者管理報告書の提出を要しないと認めるときは、

この限りでない。 

⑴ 地方公務員法第２８条第２項第１号の規定により休職している者 

⑵ 津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成１８年津市条例第３４

号）第１４条に規定する病気休暇を受けている者 

⑶ 法第６８条の規定による就業禁止を命ぜられている者 

２ 前項の規定にかかわらず、市町村立学校職員給与負担法（昭和２３年法律

第１３５号）第１条に規定する職員を復職させるときは、任命権者が別に定

め手続によるものとする。 

第５章 雑則 

（秘密の保持） 

第４６条 この規程に基づく事務に従事し、又は関与する者は、その職務上知

り得た秘密を他に漏らしてはならない。 

 （非常勤職員等） 

第４７条 地方公務員法第３条第３項各号に規定する非常勤職員のうち任命権

者が別に定める職員及び嘱託職員については、一般職に属する職員に準じて

取り扱うものとする。 

（委任） 

第４８条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定め

る。 

附 則 

この規程は、平成１９年１２月１日から施行する。 

 

 

 



別表第１（第９条、第１９条、第２３条、第３０条関係） 

箇         所 委員会の名称 庶務の担当 

本庁舎及び東分庁舎に設置される部

等（選挙管理委員会事務局、農業委

員会事務局、監査事務局及び議会事

務局を含み、環境事業課、下水道管

理課、下水道建設課、下水道施設課

及び教育委員会事務局を除く。）並

び に 河 芸 庁 舎 （ 河 芸 事 務 所 を 除

く。）、芸濃庁舎（安芸水道事業所

及び芸濃事務所を除く。）、美里庁

舎（美里事務所を除く。）、安濃庁

舎（安濃事務所を除く。）、香良洲

庁舎（香良洲事務所を除く。）、一

志庁舎（一志事務所を除く。）、白

山庁舎（一志水道事業所及び白山事

務所を除く。）、美杉庁舎（一志水

道事業所美杉分室及び美杉事務所を

除く。）及び三重短期大学に設置さ

れる課等を一体としたもの 

本庁等安全衛生委

員会 

市長公室人事課

環境部（環境事業課に限る。） 環境事業課安全衛

生委員会 

環境部環境事業

課 

競艇事業部 競艇事業部安全衛

生委員会 

競艇事業部競艇

管理課 

水道局庁舎（下水道部に限る。）に

設置される課等を一体としたもの 

下水道部安全衛生

委員会 

下水道部下水道

管理課 

久居庁舎（久居水道事業所及び久居

事務所を除く。）に設置される課等

を一体としたもの 

久居総合支所安全

衛生委員会 

 

久居総合支所総

務課 

本庁舎（教育委員会事務局に限り、

各小学校、各中学校及び各幼稚園を

除く。）に設置される課等を一体と

したもの 

教育委員会安全衛

生委員会 

教育委員会事務

局教育総務課 

各小学校、各中学校及び各幼稚園 小・中学校、幼稚 教育委員会事務



園安全衛生委員会 局学校教育課 

水道局庁舎（下水道部を除く。）に

設置される課等を一体としたもの 

水道局安全衛生委

員会 

水道局水道総務

課 

 

別表第２（第１１条関係） 

箇                      所 

環境部（環境事業課に限る。） 

水道局庁舎（下水道部に限る。）に設置される課等 

教育委員会事務局学校教育課（各小学校、各中学校及び各幼稚園に係る給

食場に限る。） 

水道局庁舎（下水道部を除く。）に設置される課等 

 

別表第３（第１３条関係） 

箇                       所 

本庁舎に設置される部等（選挙管理

委員会、農業委員会事務局、監査事

務局及び議会事務局を含み、環境事

業 課 、 下 水 道 管 理 課 、 下 水 道 建 設

課、下水道施設課及び教育委員会事

務局を除く。） 

久居庁舎（久居水道事業所及び久居

事務所を除く。）に設置される課等

環境部（環境事業課に限る。） 本庁舎（教育委員会事務局に限り、

各小学校、各中学校及び各幼稚園を

除く。）に設置される課等 

競艇事業部 教育委員会事務局学校教育課（各小

学校、各中学校及び各幼稚園に係る

給食場に限る。） 

水道局庁舎（下水道部に限る。）設

置される課等 

水道局庁舎（下水道部を除く。）に

設置される課等 

 

 

 

 

 

 





別表第７（第４０条関係） 

区分 検    査    項    目 備      考 

採用時

健康診

断 

１ 既往歴及び業務歴の調査 

２ 自覚症状及び他覚症状の有無の検査

３ 身長、体重、視力及び聴力（１，０

００ヘルツ及び４，０００ヘルツの音

に係る聴力をいう。以下同じ。）の検

査 

４ 胸部エックス線検査 

５ 血圧の測定 

６ 貧血検査 

７ 肝機能検査 

８ 血中脂質検査 

９ 血糖検査 

10 尿検査 

11 心電図検査 

12 医師の診察 

津市職員の任免に関

する規則（平成１８年

津市規則第１７号）第

７条第４号の身体検査

を受けてから３箇月を

経過しない者について

は、当該身体検査にお

いて受けた検査項目と

同一検査項目は、行わ

ないことができる。 

定期健

康診断 

１ 既往歴及び業務歴の調査 

２ 自覚症状及び他覚症状の有無の検査

３ 身長、体重、視力及び聴力の検査 

４ 胸部エックス線検査及び喀痰
か く た ん

検査 

５ 血圧の測定 

６ 貧血検査 

７ 肝機能検査 

８ 血中脂質検査 

９ 血糖検査 

10 尿検査 

11 心電図検査 

12 医師の診察 

検査項目のうち、産

業医が必要がないと認

めるときは、これを行

わないことができる。

 

 

 

 

 



別表第８（第４０条関係） 

業   務   名 検   査   項   目 回 数 

機械的手指業務 １ 医師の診察 

２ 血圧の測定 

３ 視力の検査 

４ 握力の測定 

５ タッピング 

６ ピンチテスト 

７ 背筋力、体前屈及び上体そらし 

毎年１回

その他任命権者が必要

と認める業務 

任命権者が必要と認める検査項目 

 

随時 

 

別表第９（第４０条関係） 

種       類 対   象   職   員 回 数 

胃部のレントゲン検診 希望する職員 毎年１回

乳がん検診 希望する女子職員 毎年１回

子宮がん検診 希望する女子職員 毎年１回

前立腺がん検診 希望する男子職員 毎年１回

Ｂ型肝炎の予防接種 Ｂ型肝炎に感染するおそれのある業務

に従事する職員のうち希望する職員 

毎年１回

その他任命権者が必要

と認めるもの 

任命権者が必要と認める職員 随時 

 

別表第１０（第４３条関係） 

分類 健     康     区     分 

Ａ 療養のための休暇を与える必要がある。 

Ｂ 療養のための休暇を与える必要はないが、軽易な業務を行わ

せる必要がある。 

勤務 

Ｃ 勤務をほぼ平常に行ってよいが、注意する必要がある。 

Ａ 医師による医療行為及び保健指導を必要とする。 

Ｂ 医師による医療行為を必要としないが、定期的に医師による

保健指導を必要とする。 

医療等 

Ｃ 医師による医療行為及び保健指導を必要としない。 

 



第１号様式（第４２条関係） 

 

 所属長  （氏   名）㊞ 

 

 

健 康 診 断 受 診 免 除 願 

 

 

年  月  日

 

 （あて先）総括安全衛生管理者 

 

 

                      所 属 

                      職 名 

                      氏 名       ㊞

 

 

 

１ 健康診断の種類 

 

２ 健康診断の実施予定年月日        年  月  日 

 

３ 受診できない理由（詳しく記入すること。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第２号様式（第４５条関係） 

 

要 休 養 者 管 理 報 告 書 

 

年  月  日 

 

 （あて先）任命権者 

 

                     医療機関名 

                  産業医 

                     医   師 （氏  名）㊞ 

 

休 職 し て い る 

療 養 休 暇 を 受 け て い る 職員について、次のとおり報告します。 

就業禁止を命じられている 

 

 所属長       （氏  名）㊞ 

※氏  名  ※所     属  

※生年月日   年  月  日 ※療養開始年月日   年  月  日

病   名   復職可能年月日   年  月  日

診 断 区 分  

治 療 経 過 

及   び 

所   見 

 

備   考 

 

（注）１ ※印は、職員が記入すること。 

    ２ 所属長が確認し、押印した後、（名称）部（名称）課へ提出する

こと。 



地方公営企業法 （ 昭和 2 7 年法律第 2 9 2 号 ） 第 4 0 条の 2 第 1 項及び津市

水道事業及び工業用水道事業の設置等に関する条例 （ 平成 1 8 年津市条例第 2

1 9 号 ） 第 6 条の規定に基づき 、平成 1 9 年 4 月 1 日から同年 9 月 3 0 日まで

の津市水道事業の業務及び津市工業用水道事業の業務の状況を次のとおり公表

する 。

平成 1 9 年 1 1 月 2 0 日

津市長 松 田 直 久

津 市 告 示 第 285 号



1 津市水道事業の概要

本年度の上半期の業務量は、 9 月末現在で、給水戸数は 1 2 2 ， 1 1 0 戸で

配水量は 2 2 ， 5 5 3 ， 2 5 2 m
3 、有収水量は、 1 9 ， 2 0 1 ， 0 5 9 m

3と な

り ま した 。

2 経理の状況

平成 1 9 年 4 月 1 日から同年 9 月 3 0 日までの経理の状況は、損益計算書 （

別表 1 ） 及び貸借対照表 （ 別表 2 ） のとおり であ り ます。



別表１

単位　円

1

(1) 2,732,394,578

(2) 30,753,989

(3) 16,919,290 2,780,067,857

2

1,524,522,685

258,395,707

100,280,358

138,924,359

162,153,592

736,473,000

60,596 2,920,810,297

140,742,440

3

46,193,207

89,235,000 135,428,207

4

支払利息及び企業債取扱諸費 271,720,742 271,720,742 △136,292,535

277,034,975

5

2,840,199 2,840,199

6

2,206,739 2,206,739 633,460

276,401,515

1,171,318,591

1,447,720,106

(2)

(1)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

特 別 利 益

特 別 損 失

営 業 損 失

経 常 損 失

(1)

(1)

営 業 外 費 用

そ の 他 営 業 費 用

配 水 及 び 給 水 費

受 託 工 事 費

業 務 費

総 係 費

(7)

(1) 雑 収 益

新 規 給 水 加 入 金

減 価 償 却 費

営 業 収 益

営 業 費 用

営 業 外 収 益

給 水 収 益

受 託 工 事 収 益

そ の 他 営 業 収 益

原 水 及 び 浄 水 費

　作成しています。

※　本表は、上半期分の執行状況のため、減価償却費の執行は、当初予算額1,472,946,000円の1/2で

当 期 未 処 理 欠 損 金

平成１９年度津市水道事業損益計算書
　（平成１９年４月１日から同年９月３０日まで）

当 期 純 損 失

前 年 度 繰 越 欠 損 金

過 年 度 損 益 修 正 益

過 年 度 損 益 修 正 損



別表２

単位　円

1

イ 1,712,707,857

ロ 4,386,284

ハ 2,287,682,538

711,570,364 1,576,112,174

ニ 50,373,204,903

18,506,355,517 31,866,849,386

ホ 8,718,167,302

5,475,947,638 3,242,219,664

ヘ 60,959,260

44,806,976 16,152,284

ト 374,393,932

289,257,759 85,136,173

チ 1,379,241,470

39,882,805,292

イ 253,145,560

ロ 105,194,717

ハ 2,251,682

360,591,959

イ 201,129,802

201,129,802

40,444,527,053

2

4,513,176,891

737,343,122

102,540,796

6,808,871

103,549,400

90,806,840

5,554,225,920

45,998,752,973

(5)

(6)

前 払 金

そ の 他 流 動 資 産

平成１９年度津市水道事業貸借対照表
　（平成１９年９月３０日）

資　　産　　の　　部

固 定 資 産 合 計

流 動 資 産 合 計

資 産 合 計

未 収 金

貯 蔵 品

前 払 費 用

流 動 資 産

(2)

(3)

(4)

有形固定資産合計

無 形 固 定 資 産

投 資

現 金 預 金

中 勢 水 道 利 用 権

庁 舎 利 用 権

電 話 加 入 権

無形固定資産合計

基 金

投 資 合 計

減 価 償 却 累 計 額

建 設 仮 勘 定

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

機 械 及 び 装 置

減 価 償 却 累 計 額

車 両 運 搬 具

減 価 償 却 累 計 額

土 地

(1)

減 価 償 却 累 計 額

(1)

(2)

(3)

立 木

建 物

減 価 償 却 累 計 額

構 築 物

工具､器具及び備品



3

イ 19,628,819

19,628,819

4

269,069,320

270,575,518

390,545,412

930,190,250

949,819,069

5

6,518,179,392

イ 16,231,751,387

16,231,751,387

22,749,930,779

6

イ 12,330,574,679

ロ 3,406,265,256

ハ 3,768,556,536

ニ 240,152,160

ホ 2,018,237,549

ヘ 1,501,114,466

ト 22,414,793

チ 459,407,792

23,746,723,231

イ 1,447,720,106

1,447,720,106

22,299,003,125

45,048,933,904

45,998,752,973

欠 損 金 合 計

剰 余 金 合 計

資 本 合 計

負 債 資 本 合 計

資 本 剰 余 金 合 計

(2) 利 益 剰 余 金

当期未処理欠損金

新 規 給 水 加 入 金

他 会 計 補 助 金

基 金 利 息

基 金 繰 入 金

工 事 負 担 金

受 贈 財 産 評 価 額

国 県 補 助 金

寄 付 金

資 本 金 合 計

剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

(2) 借 入 資 本 金

企 業 債

借 入 資 本 金 合 計

流 動 負 債 合 計

資 本 金

(1) 自 己 資 本 金

負 債 合 計

資　　本　　の　　部

(3) そ の 他 流 動 負 債

(2) 前 受 金

退 職 給 与 引 当 金

固 定 負 債 合 計

流 動 負 債

(1) 未 払 金

固 定 負 債

(1) 引 当 金

負　　債　　の　　部



1 津市工業用水道事業の概要

本年度の上半期の業務量は、 9 月末現在で、配水量は 1 6 4 ， 0 4 7 m
3 、有

収水量は、 1 6 3 ， 4 6 4 m
3と な り ま した 。

2 経理の状況

平成 1 9 年 4 月 1 日から同年 9 月 3 0 日までの経理の状況は、損益計算書 （

別表 1 ） 及び貸借対照表 （ 別表 2 ） のとおり であ り ます。



別表１

単位　円

1

(1) 10,800,000 10,800,000

2

1,065,139

5,399,857

2,917,000 9,381,996

1,418,004

1,418,004

1,418,004

0

1,418,004

平成１９年度津市工業用水道事業損益計算書
　（平成１９年４月１日から同年９月３０日まで）

原 水 及 び 浄 水 費

減 価 償 却 費

総 係 費

当 期 未 処 分 利 益 剰 余 金

営 業 収 益

営 業 費 用

営 業 利 益

給 水 収 益

(1)

(2)

(3)

　しています。

※　本表は、上半期分の執行状況のため、減価償却費の執行は、当初予算額5,835,000円の約1/2で作成

経 常 利 益

当 期 純 利 益

前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金



別表２

単位　円

1

イ 1,650,000

ロ 7,999,210

4,806,304 3,192,906

ハ 85,309,046

50,749,599 34,559,447

ニ 78,096,020

26,236,339 51,859,681

ホ 1,732,785

807,614 925,171

ヘ 360,000 360,000

92,547,205

92,547,205

2

92,232,721

1,890,000

122,189

94,244,910

186,792,115

(1)

固 定 資 産 合 計

流 動 資 産

車 両 運 搬 具

減 価 償 却 累 計 額

有形固定資産合計

現 金 預 金

(1)

建 物

減 価 償 却 累 計 額

減 価 償 却 累 計 額

工具､器具及び備品

構 築 物

流 動 資 産 合 計

資 産 合 計

未 収 金

そ の 他 流 動 資 産

(2)

(3)

平成１９年度津市工業用水道事業貸借対照表
　（平成１９年９月３０日）

資　　産　　の　　部

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

機 械 及 び 装 置

減 価 償 却 累 計 額

土 地



3

72,408

540,000

612,408

612,408

4

131,979,612

131,979,612

5

イ 1,657,500

1,657,500

イ 11,116,345

ロ 40,008,246

ハ 1,418,004

52,542,595

54,200,095

186,179,707

186,792,115

(1) 自 己 資 本 金

利 益 積 立 金

負　　債　　の　　部

流 動 負 債

(1) 未 払 金

(2) そ の 他 流 動 負 債

流 動 負 債 合 計

資 本 金

負 債 合 計

資　　本　　の　　部

資 本 金 合 計

剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

工 事 負 担 金

建 設 改 良 積 立 金

資 本 剰 余 金 合 計

(2) 利 益 剰 余 金

負 債 資 本 合 計

当期未処分利益剰余金

利 益 剰 余 金 合 計

剰 余 金 合 計

資 本 合 計



津市告示第２８６号 

下記に係る国民健康保険被保険者証は無効であることを告示する。 

  平成１９年１１月２０日 

 

津市長 松 田 直 久   

 

記 

 国民健康保険被保険者証 

記号番号 交付年月日 無効となった日 

9203479 平成 19 年 10 月１日 平成 19 年 10 月 24 日 

0415868 平成 19 年 10 月１日 平成 19 年 10 月 25 日 

2176308 平成 19 年 10 月１日 平成 19 年 10 月 29 日 

9156169 平成 19 年 10 月１日 平成 19 年 10 月 31 日 

0197194 平成 19 年 10 月１日 平成 19 年 11 月５日 

0610725 平成 19 年 10 月１日 平成 19 年 11 月５日 

0683136 平成 19 年 10 月１日 平成 19 年 11 月５日 

0319517 平成 19 年 10 月１日 平成 19 年 11 月６日 

0439406 平成 19 年 10 月１日 平成 19 年 11 月７日 

2100472 平成 19 年 10 月１日 平成 19 年 11 月７日 

2101108 平成 19 年 10 月１日 平成 19 年 11 月７日 

0105864 平成 19 年 10 月１日 平成 19 年 11 月８日 

0020156 平成 19 年 10 月１日 平成 19 年 11 月 12 日 

1302385 平成 19 年 10 月１日 平成 19 年 11 月 12 日 

2117062 平成 19 年 10 月１日 平成 19 年 11 月 12 日 

1139332 平成 19 年 10 月１日 平成 19 年 11 月 13 日 

9202491 平成 19 年 10 月１日 平成 19 年 11 月 14 日 

 

 

 

 

 

 

 

 



津市告示第２８７号 

下記に係る国民健康保険被保険者証及び国民健康保険高齢受給者証は無効で

あることを告示する。 

  平成１９年１１月２０日 

 

津市長 松 田 直 久   

 

記 

 国民健康保険被保険者証 

記号番号 交付年月日 無効となった日 

2106404 平成 19 年 10 月１日 平成 19 年 10 月 26 日 

0348425 平成 19 年 10 月１日 平成 19 年 11 月１日 

0901116 平成 19 年 10 月１日 平成 19 年 11 月８日 

 

国民健康保険高齢受給者証 

記号番号 交付年月日 無効となった日 

2106404 平成 19 年８月１日 平成 19 年 10 月 26 日 

0348425 平成 19 年８月１日 平成 19 年 11 月１日 

0901116 平成 19 年８月１日 平成 19 年 11 月８日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

津市告示第２８８号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、次の

ように道路の供用を開始した。 

 その関係図面は、津市建設部建設管理課において、告示の日から２週間一般

の縦覧に供する。 

  平成１９年１１月２０日 

 

                      津市長 松 田 直 久   

 

供 用 開 始  
整 理 番 号  路  線  名  供  用  開  始  の 区  間  

年 月 日  

津 市 野 田 字 東 浦 3182 番 地

から 平 成 19 年  
4256 神 戸 野 田 線  

津 市 野 田 字 東 浦 516 番 地

まで 

11 月 20 日  

 

 



津市告示第２８９号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、次の

ように道路の区域を変更した。 

 その関係図面は、津市建設部建設管理課において、告示の日から２週間一般

の縦覧に供する。 

  平成１９年１１月２０日 

 

                      津市長 松 田 直 久   

 

 

１  路線名   4256   神戸野田線 

  道路の区域 

区域 新旧の別 幅員（ｍ） 延長（ｍ）

津市野田字東浦 3182 番地から 

津市野田字東浦 516 番地まで 
旧 

4.0～12.2 137.5 

津市野田字東浦 3182 番地から 

津市野田字東浦 516 番地まで 
新 

5.0～11.8 137.5 

 

 



津市告示第２９０号 

 平成１９年第４回津市議会定例会を次のとおり招集する。 

  平成１９年１１月２７日 

 

                    津市長 松 田 直 久 

 

１ 招集の日 

  平成１９年１２月４日 

２ 招集の場所 

  津市議会議事堂 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

津市告示第２９１号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、次の

ように道路の供用を開始した。 

 その関係図面は、津市建設部建設管理課において、告示の日から２週間一般

の縦覧に供する。 

  平成１９年１１月２７日 

 

                      津市長 松 田 直 久   

 

供 用 開 始  
整 理 番 号  路  線  名  供  用  開  始  の 区  間  

年 月 日  

津 市 上 浜 町 一 丁 目 61 番 地

先 から 平 成 19 年  
3651 上 浜 町 第 ５０号 線  

津 市 上 浜 町 一 丁 目 81 番 地

先 まで 

11 月 2７日  

津 市 上 浜 町 一 丁 目 31 番 地

先 から 平 成 19 年  
3652 上 浜 町 第 ５１号 線  

津 市 上 浜 町 一 丁 目 34 番 地

先 まで 

11 月 2７日  

津 市 上 浜 町 一 丁 目 19 番 地

先 から 平 成 19 年  
3653 上 浜 町 第 ５２号 線  

津 市 上 浜 町 一 丁 目 29 番 地

先 まで 

11 月 2７日  

津 市 上 浜 町 一 丁 目 29 番 5

地 先 から 平 成 19 年  
3654 上 浜 町 第 ５３号 線  

津 市 上 浜 町 一 丁 目 48 番 地

先 まで 

11 月 2７日  

津 市 栄 町 四 丁 目 24 番 1 地

先 から 平 成 19 年  
3659 栄 町 第 ３５号 線  

津 市 栄 町 四 丁 目 19 番 地 先

まで 

11 月 2７日  

津 市 安 濃 町 清 水 字 北 浦

1351 番 1 地 先 から 平 成 19 年  
1040 内 多 清 水 ヶ丘 線  

津 市 安 濃 町 清 水 字 式 部

1247 番 1 地 先 まで 

11 月 2７日  

 



津市告示第２９２号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、次の

ように道路の区域を変更した。 

 その関係図面は、津市建設部建設管理課において、告示の日から２週間一般

の縦覧に供する。 

  平成１９年１１月２７日 

 

                      津市長 松 田 直 久   

 

 

１  路線名   1040   内多清水ヶ丘線 

  道路の区域 

区域 新旧の別 幅員（ｍ） 延長（ｍ）

津市安濃町清水字北浦 1351 番 1 地

先から 

津市安濃町清水字式部 1247 番 1 地

先まで 

旧 

11.0～ 11.0 450.0 

津市安濃町清水字北浦 1351 番 1 地

先から 

津市安濃町清水字式部 1247 番 1 地

先まで 

新 

11.0～ 34.0 450.0 

 

 



津市告示第２９３号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１６年河芸町告示第１３９１号で認可した地縁による団体から告示さ

れた事項に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり

告示する。  

  平成１９年１１月２７日 

津市長 松 田 直 久   

 

１ 届出者 

  杜の街かえでの丘自治会 

  三重県津市河芸町杜の街１丁目２１番地６ 

  代表者  大河内 聰  

 

２ 変更に係る事項 

 代表者の住所氏名  

変更前 
三重県津市河芸町杜の街１丁目１１番地３  

新山 真一  

変更後 
三重県津市河芸町杜の街１丁目２１番地６  

大河内 聰  

 

３ 変更の理由 

総会により、代表者が変更になったため 

 

４ 変更年月日 

平成１９年４月１日 

 



津市告示第２９４号  
 津市公共下水道条例（平成１８年条例第２０１号）第６条第１項の規定によ

り、指定工事店を次のとおり指定したので、同条例第１７条第１項の規定によ

り告示する。  
  平成１９年１１月３０日  

 
                      津市長 松 田 直 久  

 
指定した工事店  

工  事  店  所      在      地  指     定     期     間  

日々野設備  
津市高茶屋小森町１７１

０番地１６  

平 成 １ ９ 年 １ １ 月  １ 日 か ら

平成２３年   ３月３１日まで 

 
 
                                          



津市告示第２９５号  
 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する

同法第１９条第１項の規定により都市計画を変更したので、同法第２１条第２

項において準用する同法第２０条第１項の規定により次のとおり告示し、同条

第２項の規定により当該都市計画の図書を縦覧に供する。  
 平成１９年１１月３０日  
 

津市長 松 田 直 久   
 

１ 都市計画の種類及び名称  
  津都市計画地区計画  
  桜橋３丁目地区地区計画  
  上野地区地区計画  
２ 都市計画を定める土地の区域  
  都市計画図書において表示する  
３ 都市計画の案の縦覧場所  
  津市都市計画部都市計画課  
 



津市公告第１６５号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第２項の規定により許可

した開発行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により

次のとおり公告する。 

  平成１９年１１月１９日 

 

                      津市長 松 田 直 久 

  

１ 工事完了年月日 

  平成１９年１１月１４日 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称  

  津市一志町小山字シャレ子８３７－１８ほか１筆 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  松阪市嬉野井之上町４１３－２ 

  株式会社三重中間処理センター 

  代表取締役 高野 泰宏 



津市公告第１６６号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の規定により許可

した開発行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により

次のとおり公告する。 

  平成１９年１１月２８日 

 

                      津市長 松 田 直 久 

  

１ 工事完了年月日 

  平成１９年１１月２２日 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称  

  津市白塚町字北永定２２５０－２ 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  鈴鹿市岡田一丁目２４－１５ 

  大山 博基、大山 由香里 

   



津市公告第１６７号  
 狂犬病予防員より狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）第６条第１項

に基づく犬の抑留について通知がありましたので、同条第８項の規定により公

示します。  
  平成１９年１１月２９日  

 
津市長 松 田 直 久   

 
１ 抑留日  平成１９年１１月２８日  
２ 抑留期間 平成１９年１２月 ４日まで  

番号  捕獲した  
場所  

種類  

 

毛色  性別 体格  年齢  その他  

１  

 
 

津市  
河芸町  
一色  

 

雑種  茶白  

 
 

不明 中  ９ １ 日

以上  
負傷犬  
赤い首輪  

 

 
3 連絡先 津市環境部環境保全課  
         電話 ０５９－２２９－３２８２  
      津保健福祉事務所 保健衛生室衛生指導課  
         電話 ０５９－２２３－５１９２  

 



津市公告第１６８号  
 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号に規定する

道路の位置について指定したので、津市建築基準法施行取扱規則（平成１８年

津市規則第１９９号）第１３条第２項の規定により次のとおり公告します。  
  平成１９年１１月３０日  

 
                   津市長 松 田 直 久  

 
 指定道路  
１ 幅員 ５．０メートル     
２ 延長 ３１．９メートル        
３ 地名地番 津市久居東鷹跡町１２９－１４  



津市公告第１６９号 

津市では、公の施設である「津なぎさまち内旅客船ターミナル」の管理を行

う指定管理者を募集します。 

  平成１９年１１月３０日 

 

津市長 松 田 直 久   

 

１ 施設の概要 

 ⑴ 名称 津なぎさまち内旅客船ターミナル 

 ⑵ 場所 津市なぎさまち１－１ 

 ⑶  施設概要 

 ア ターミナル 

   構  造 木造平屋建 

   敷地面積 １，６９３㎡ 

   延床面積   ４２８㎡ 

   施設内容 運航事業施設、交流広場、待合ロビー、観光コーナー、   

トイレ等 

 イ 駐車場 

  ⑴ 第 1 駐車場 

駐車台数 約３７０台 

    駐車料金 無料 

    敷地面積 １０，４００㎡ 

  ⑵ 第２、第３、第４、第５駐車場 

    駐車台数 約３２０台 

    駐車料金 無料 

    敷地面積 ８，３７１㎡ 

 ウ 緑地等 

   緑  地 ８６８㎡ 

   護岸敷地 ２４３㎡ 

   そ の 他 ９７８㎡ 

 ⑷ 開場時間及び休館日 

  ア 開場時間 ターミナル 午前５時３０分から午後１１時まで 

駐車場   午前５時３０分から翌日午前零時まで 

  イ 休 館 日 年中無休 

 



２ 指定期間 

  平成２０年４月１日から平成２３年３月３１日まで（３年間） 

 

３ 業務内容 

⑴ 運航事業施設及び交流広場の使用の許可に関する業務 

 ⑵ ターミナルの施設、設備器具等の維持管理に関する業務 

⑶ その他市長が必要と認める事業 

  

４ 応募資格 

⑴  指定期間中、安全円滑に対象施設を管理運営できる法人その他の団体 

⑵  津市内に活動の本拠となる事務所を有する法人その他の団体 

⑶  法人その他の団体又はその代表者が次の事項に該当しないこと。 

   ア 法律行為を行う能力を有しない者 

   イ 破産者で復権を得ない者 

   ウ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定

に該当しない者 

   エ 会社更正法（昭和２７年法律第１７２号）に基づく更正手続開始の申

立て、又は、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定による再

生手続開始の申立てがなされていない者 

 

５ 募集要項等の配布 

⑴  配布場所 津市都市計画部都市管理課（津市役所５階） 

          〒５１４－８６１１ 津市西丸之内２３－１ 

              ＴＥＬ ０５９－２２９－３１８０ 

             ＦＡＸ ０５９－２２９－３３３６ 

⑵  配布期間 平成１９年１１月３０日（金）～平成２０年１月１５日（火） 

（土、日、祝日及び平成１９年１２月２９日から平成２０年

１月３日は除く。） 

⑶ 配布時間 午前８時３０分～午後５時１５分 

 

６ 応募に関する説明会 

  参加される法人その他の団体は事前に御連絡ください。 

  日程：平成１９年１２月１８日（火）  

 

 



７ 質問書の受付及び回答 

 ⑴ 受付期間 平成１９年１２月１８日（火）～同年１２月２０日（木） 

 ⑵  受付時間 午前８時３０分～午後５時１５分 

 ⑶ 受付場所 募集要項等配布場所と同じ 

 ⑷ 質問書の回答は、平成１９年１２月２６日（水）に行います。 

 

８ 申請書等応募書類の受付 

 ⑴ 受付期間 平成２０年１月７日（月）～同年１月１５日（火） 

        （土、日、祝日は除く。） 

 ⑵ 受付時間 午前８時３０分～午後５時１５分 

 ⑶ 受付場所 募集要項等配布場所と同じ 

 

９  指定候補者の選定方法 

指定候補者は、書類審査及び選定委員会により選定します。 

選定委員会は、１月下旬を予定しています。 

 

 



津市教育委員会告示第１０号 
 教育委員会を次のとおり招集する。 
  平成１９年１１月２８日 
 
 
       津市教育委員会 
                            委員長 中 西 智 子 
 
 
１ 招集の日時 平成１９年１１月２９日（木）午後２時から 
２ 招集の場所 教育委員会室 
３ 会議の事件  
⑴  津市市長及び教育委員会の職務権限の特例に関する条例の制定について 
⑵  平成１９年度津市一般会計補正予算（第３号）＜教委所管分＞について 
⑶  平成２０年度小中学校教職員人事異動方針について 
⑷  津市子ども読書活動推進計画について 
⑸  津市図書館協議会委員の一部委嘱替えについて 

 
 
 
 



津市選挙管理委員会告示第１２４号  
 土地改良法施行令（昭和２４年政令第２９５号）第６条第１項の規定により、

雲出井土地改良区総代会総代補欠選挙（第５選挙区）を次のとおり定めたので、

同条第３項及び第４項の規定により告示する。  
  平成１９年１１月２９日  

 
                      津市選挙管理委員会  
                      委員長 大 橋 達 郎  

 
１ 選挙期日       平成１９年１２月６日  

 
２ 投票の時間      午前７時００分から午後８時００分  

 
３ 選挙すべき総代の数  ２人  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







津市選挙管理委員会告示第１２７号  
 平成１９年１２月６日執行の雲出井土地改良区総代会総代補欠選挙（第５選

挙区）における選挙長の行う告示は、雲出井土地改良区事務所の掲示場に掲示

してこれを行う。  
  平成１９年１１月２９日  

 
                      津市選挙管理委員会  
                      委員長 大 橋 達 郎  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



津市消防本部訓令第１号 

消防本部 

津市消防職員の勤務成績評定に関する訓令の一部を改正する訓令を次のよう

に定める。 

  平成１９年１１月３０日 

 

津市消防長 野 田 重 門   

 

   津市消防職員の勤務成績評定に関する訓令の一部を改正する訓令 

津市消防職員の勤務成績評定に関する訓令（平成１８年津市消防本部訓令第

５号）の一部を次のように改正する。 

 別表消防本部の項中「、室長」を削り、「課長又は担当副参事」を「担当参 

事、課長又は担当副参事」に改め、同表消防署の項中「担当主幹、分遣所長、 

担当副主幹、副主幹及び主査」を「分遣所長及び担当主幹」に、「分隊長」を

「担当副主幹」に、「分署長又は」を「担当副参事、分署長、指揮司令又は」

に改める。 

 第２号様式中「・室の別・（係）」を削り、「レンジャー、音楽隊、まとい

隊等」を「救助隊、音楽隊等」に改める。 

附 則 

この訓令は、公布の日から施行する。 

 



津市水道局告示第１９号  
 津市水道局指定給水装置工事事業者から次のとおり給水装置工事の事業の廃

止の届出を受けたので、津市水道局指定給水装置事業者規程（平成１８年津市

水道事業管理規程第１４号）第１０条第２号の規定により告示する。  
  平成１９年１１月２７日  

 
津市水道事業管理者  平 井 秀 次  

 
 

名  称  所  在  地  廃止年月日  

春山建設株式会社  津市美杉町竹原２９１番地  平成１９年１０月３１日  

 




